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Ⅰ 館の概要

札幌市公文書館外観 

１ 設置目的・事業 

市政の重要事項に関わり、将来にわたって市の活動又は歴史を検証する上で重要な資料となる公文書

（特定重要公文書）を適切に保存し、市民等の利用に供することを目的とする。この目的を達成するため下記の

事業を行う。 

（１）特定重要公文書を保存し、一般の利用に供すること。 

（２）特定重要公文書の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。 

（３）本市の歴史及び特性に関する調査研究及び情報提供を行うこと。 

（４）その他公文書館の設置目的を達成するために必要な事業。 

２ 沿革 

年 度 内  容 

昭和５１ 教育委員会に文化資料室設置。さっぽろ文庫、新札幌市史の刊行。 

平成１２ 
第４次長期総合計画・第１次５年計画（平成１２～１６年度）に「歴史的公文書等の保存・活用に

関する基礎調査」が盛り込まれる。 

平成１５ 
「札幌市及び市民が所有する図書・資料等の収集と保管・公開を行う機能（施設）の整備に

関する陳情」が市議会で採択。 

平成１６ 
「歴史的公文書等の保存・活用に関する基礎調査結果報告書」作成。 

歴史的公文書等収集保存事業開始。 

平成１８ 文化資料室を旧豊水小学校へ移転。 

平成１９ 

機構改革により文化資料室が教育委員会から総務局に移管。 

第４次長期総合計画・第２次新まちづくり計画（平成１９～２２年度）に「札幌市公文書館整備基

本構想策定」が盛り込まれる。 
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平成２０ 「札幌市公文書館基本構想検討委員会」設置。 

平成２１ 「札幌市公文書館基本構想」策定。 

平成２３ 「札幌市公文書館整備計画」策定。 

平成２４ 
「札幌市公文書管理条例」制定。旧豊水小学校の耐震改修等工事を実施。 

「札幌市公文書館条例」制定。 

平成２５ 札幌市公文書館開館（７月１日）。 

平成３０ 札幌市公文書館開館５周年。 

３ 組織：  館長 ― 管理係長 ― 担当職員（３人）、会計年度任用職員（公文書館専門員６人、事務員１人） 

４ 施設概要 

所 在 地： 札幌市中央区南８条西２丁目５－２ 旧豊水小学校複合施設

構   造： 鉄筋コンクリート造（ＲＣ）、地下１階・地上３階建 

延床面積： ２,５６９㎡（公文書館専有部分）

主な施設： 書庫１,０７３㎡、閲覧室１６０㎡、常設展示室１５０㎡、講堂１２８㎡、資料整理・作業室１２２㎡

５ 予算・決算 

平成２４年度決算 ２８７,３１６千円 ＊旧豊水小学校複合施設改修工事費250,113千円含む 

平成２５年度決算 ３７,９１０千円

平成２６年度決算 ３５,１２６千円

平成２７年度決算 ３４,９５６千円

平成２８年度決算 ３５,１６７千円

平成２９年度決算 ３５,４１１千円 

平成３０年度決算 ３５,７６８千円 

平成３１年度決算 ３６,０７２千円 

令和:２:年度決算 ３６,２５７千円 

令和:３:年度予算 ３７,５１２千円

公文書館開館記念式典（平成25年） 
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Ⅱ 令和２年度事業実績 

１ 所蔵資料 

（１）公文書の受入・選別・保存冊数 

ア）特定重要公文書受入・保存簿冊数 
（局別：平成31年度（令和元年度）満了文書→令和２年度受入・保存）

局 別
受 入 

簿冊数

原課保存年限内訳

３０年以上 
３０年未満 

１０年未満 
１０年以上 

会計室 5 0 0 5

危機管理対策室 1 0 0 1

総務局 89 73 13 3

まちづくり政策局 47 38 3 6

財政局 18 17 1 0

市民文化局 27 20 3 4

スポーツ局 10 5 5 0

保健福祉局 32 23 5 4

子ども未来局 5 3 2 0

経済観光局 70 69 1 0

環境局 10 3 3 4

建設局 10 8 2 1

下水道河川局 5 5 0 0

都市局 3 2 1 0

交通局 10 8 0 2

水道局 170 11 156 3

病院局 21 7 9 5

区役所 38 32 1 5

教育委員会 17 4 13 0

選挙管理委員会 7 6 0 1

簿冊総数 595 334 218 43

＊簿冊の作成及び所管担当が機構改編により変更されている場合は、令和２年度現在の局編成により分類・集計。 

＊保存年限が不明な場合は、簿冊の完結年度から判断して分類・集計。 
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イ）特定重要公文書の移管指定：令和２年度満了（令和３年度受入）の特定重要公文書について、以下の日程に

より移管指定作業を実施した。 

【令和２年度保存期間満了簿冊の移管指定スケジュール】 

① 各課による各年度満了予定簿冊の「満了」又は「延長」の判断 

各課では、保存期間満了予定簿冊について、保存期間満了（＝来年度以降は業務上使用しない）か、

保存期間延長（＝来年度以降も業務上使用する）かを判断した。 

状況 件数 割合 

満了〔公文書館に移管又は廃棄〕 112,681 89.6%

延長 〔後年次に移管か廃棄かを検討〕 13,088 10.4%

合計 125,769 100.0%

② 各課による移管指定及び公文書館による移管指定 

各課では、保存期間満了と判断した簿冊の中から、公文書館に移管する簿冊を指定した。また、並行

して公文書館でも、移管を求める簿冊を指定した。その結果、公文書館では 1,192 件を指定し、各課で

は767件を指定した。 

【公文書館の移管指定状況】 【各課の移管指定状況】 

状況 件数 割合 状況 件数 割合 

移管指定 1,192 1.1％ 移管指定 767 0.7％

 公文書館のみ指定 587 各課のみ指定   162

双方で指定    605 双方で指定    605

非指定（＝廃棄） 111,489 98.9% 非指定（＝廃棄） 111,914 99.3%

合計 112,681 100.0% 合計 112,681 100.0%

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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③ 移管指定通知と協議 

公文書館及び各課の指定状況を各課へ通知し、公文書館と各課で判断の異なる簿冊（ 及び ）の取

扱いについて協議を行った（ については、双方の判断が一致しているため移管に決定）。 

【公文書館のみ指定簿冊の協議結果】 【各課のみ指定簿冊の協議結果】 

状況 件数 割合 状況 件数 割合 

移管           148 25.2% 移管           1 0.6%

延長           416 70.9% 延長           11 6.8%

指定取消（＝廃棄）  23 3.9% 指定取消（＝廃棄）  150 92.6%

合計 587 100.0% 合計 162 100.0%

④ 公文書管理審議会での意見聴取 

廃棄予定簿冊のうち 10 年以上保存されたものについて、公文書管理審議会で意見を聴取し、最終的

な移管簿冊・廃棄簿冊を決定した。 

⑤ 移管指定決定 

予定簿冊の最終的な状況は、下表のとおりとなった。 

【満了予定簿冊の最終状況（全体）】 

状況 件数 割合 

移管   + + ±※1 382 0.3%

延長   + + ＋※2 15,233 12.2%

満了（＝廃棄） 110,154 87.5%

合計 125,769 100.0%

※1 当初、双方で廃棄と判断したが、原課協議時に取扱いが移管へ変更された１件を含む。 

また、双方で移管指定した簿冊（ ）のうち、延長・不存在へ変更された373件を除く。 

※2  、 、 以外で、業務に使用する必要が新たに生じた等の理由により、各課による「延長」判断

後に追加で保存期間延長とされた件数（1,718件）を含める。 

【令和２年度満了予定簿冊の最終状況（保存期間別）】 

状況 

保存期間

公文書館への 

移管 

保存する期間の 

延長 
満了（＝廃棄） 合計 

30年 315 (4.6%) 4,151 (60.1%) 2,438 (35.3%) 6,904

11～29年 0 (0%) 351 (47.6%) 387 (52.4%) 738

10年 27 (0.3%) 4,138 (41.8%) 5,735 (57.9%) 9,900

10年未満 40 (0.1%) 6,593 (6.1%) 101,594 (93.8%) 108,227

合計 382 (0.3%) 15,233 (12.1%) 110,154 (87.6%) 125,769
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（２）資料収集・所蔵状況（令和３年３月３１日時点） 

公文書 
行政 

資料 

図書等

一般資料 

写真 

資料 

地図 

資料 

絵葉書 

資料 

新聞 

スクラップ 
私文書等 計

8,970 13,681 40,050 73,059 1,949 7,221 965 20,735 166,630

（３）特定重要公文書の目録公開・審査状況（令和３年３月３１日時点）

年度 ～H26 H27 H28 H29 H30 H31(R1) R2 合計 

受入件数 5,215 716 535 665 641 586 612 8,970

目録公開 5,215 716 535 665 641 586 595 8,953

審査済 

簿冊数※1
2,246 45 196 83 131 130 32 2,863

審査回数※2 2,249 46 197 84 133 131 59 2,899

※1 各年度においては、当該年度に移管された簿冊に加え、当該年度以前に移管された未審査の簿冊

の審査も実施している。 

※2 初回の審査において「非公開」「一部公開」と判断された簿冊が、公開予定年度に到達した場合等に

再審査を実施している。再審査を含む延べ審査件数を示す。

（４）デジタル化資料数（令和３年３月３１日時点） 

年度 H22 ※1 H26 H27 H28 ※2 H30 H31(R1) R2 合計 

地図・写真等 251 34 116 3,305 2 3 3 3,714

※1 平成22年度は前身である文化資料室にて行われた。

※2 平成28年度は、ポジフィルム3,301点のスキャニング及びデジタル化を含む。 

（５）公文書管理審議会 

令和２年度は２回開催され（令和２年９月17日、令和３年１月22日）、公文書の選別・廃棄業務等に関して審議を

行った。 

令和２年度デジタル化資料「大札幌市区域及地域設定略図附公園広路計画図」（当館所蔵 地図 登録番号82） 
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２ 利用状況 

（１）来館者・閲覧室利用者数

年度 H26 H27 H28 H29 H30 H31(R1) R2 

来館者（人） 2,169 1,898 1,964 2,093 2,768 1,779 549 ※1

閲覧室利用（人） 779 801 683 801 762 674 533

※1 令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月17日から６月10日までを臨時休館と

していたほか、年間を通じ外出自粛が呼びかけられる等によって、来館者数が著しく減少している。 

（２）資料申請・閲覧・複写サービス状況（令和２年度） 

申請（件） 閲覧（点） 複写（点）

特定重要公文書 45 189 117

一般資料 452 41,230 39,403

合計 497 41,419 39,520

（３）レファレンス状況（令和２年度） 

件数

受付方法 
相談内容・目的 

一般利用 行政利用 

来館 電話 文書 メール 
調査 

研究

出版 

公開

視察見学 

ほか 

政策 

立案 

公開 

普及 

市民対応 

ほか

196 19 115 1 61 69 87 10 1 23 6

（４）ホームページアクセス状況 

年度 H27 H28 H29 H30 H31(R1) R2 

公文書館HP 11,560 17,978 14,522 13,040 14,077 17,116 

所蔵資料検索HP※1 12,335 24,781 49,196 39,095 5,785 5,833 

特定重要公文書検索HP 2,040 2,146 2,116 2,397 2,453 2,331 

※1 開館～平成28年３月及び平成30年10月以降は閲覧者数で、平成28年４月～平成30年９月は閲

覧ページ数でホームページアクセス数の集計を行っている。 
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（５）視察・見学団体入館者数（令和２年度） 

月 視察・見学利用者 人数 

7 国立公文書館 2

9 公文書管理審議会 7

1 公文書管理審議会 7

合計 16

（６）利用目的・資料掲載状況（令和２年度。法人にＮＰＯ、一般社団、公益社団等含む） 

総計 39,403 点 

月 利用者区分 主な利用・掲載対象 点数 

令和

２年 

４月 

個人 調査研究/YouTube等投稿用動画の作成 

133 

放送関係 HBC「今日ドキッ！」 

新聞・出版

関係 
（株）あるた出版 月刊誌「O．tone」Vol.139 

総務局 広報さっぽろ５月号 

厚別区 厚別区役所HP 

北海道庁道

史編さん室
北海道史編さん 

５月 放送関係 STV「札幌ふるさと再発見」 2 

６月 

個人 調査研究/白石150年史制作 

130 

法人 季刊誌/社内広報誌/説明資料/分譲マンションHP 

放送関係 
HBC「今日ドキッ！」/STV「どさんこワイド 179」/札幌総合コミュニティーラ

ジオ放送「トッテダシ！」 

新聞・出版

関係 

北海道新聞（さっぽろ 10 区含む）/（株）あるた出版 月刊誌「O．tone」

Vol.141 

７月 

個人 調査研究/HP掲載/博士論文執筆資料/白石150年史制作/講演用資料 

166 

法人 解体工事囲い用装飾/札幌市医師会記念誌/消防検定協会「検定だより」 

放送関係 HTB「イチオシ！！」/HBC「今日ドキッ！」/NHKニュース 

新聞・出版

関係 

北海道新聞「さっぽろ 10 区」/(株)亜璃西社「札幌南高校『六華同窓会記

念誌』」/フリーペーパー「JP01エリア白石区」 

豊平区 広報さっぽろ９月号（豊平区版） 

南区 広報さっぽろ９月号（南区版） 

手稲区 広報さっぽろ８月号（手稲区版） 

北海道庁道

史編さん室
北海道史編さん 

北海道博物

館
展示作成にかかる調査 

８月 

個人 調査研究/白石150年史制作/講演用資料作成 

3,343 
法人 

小学３年生向け副読本「わたしたちの札幌」/北海道電気技術サービス 50

年史/冊子「まちのモト」/季刊誌/札幌証券取引所70周年記念動画/建設

現場フェンス 

放送関係 
STV「どさんこワイド 179」/NHK「ほっとニュース北海道」/HBC「今日ドキ

ッ！」/NHKニュース 戦後特集「特攻で散った幻の五輪候補」 
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新聞・出版

関係 

（株）あるた出版 月刊誌「O．tone」Vol.143/（株）あるた出版「札幌市資料

館カルチャートーク」での資料 

市民文化局 文化庁提出資料作成にかかる調査 

豊平区 広報さっぽろ９月号（豊平区版） 

南区 広報さっぽろ９月号（南区版） 

北海道庁道

史編さん室
北海道史編さん 

９月 

個人 調査研究/家系調査/北海道書道史執筆資料/佐藤庫之介論集集成 

33,928

法人 
季刊誌/建設現場フェンス/連合会広報誌/北一条さっぽろ歴史写真館展

示/分譲マンションパンフレット 

放送関係 

HTB「イチオシ！！」/HBC「今日ドキッ！」「金曜ブランチ」/TVh「5 時ナ

ビ」/STV「札幌ふるさと再発見」、「どさんこワイド 179」/NHK 札幌「1972 

SAPPORO VR Project」/札幌総合コミュニティーラジオ放送「トッテダ

シ！」 

新聞・出版

関係 

北海道新聞（「さっぽろ 10 区」含む）/中西出版「情報誌あうる」/（株）JTB

パブリッシング「るるぶ冬の北海道」/のら書店 絵本「氷上カーニバル」/

雑誌「台湾藝術家 11月号」 

まちづくり

政策局 
政策立案 

市民文化局 市民向けイベント用資料 

東区 小学生向け出前講座用資料 

北海道庁道

史編さん室
北海道史編さん 

10月 

個人 
調査研究/白石 150 年史作成/市民グループ勉強会資料作成/家族史調

査 

585 

法人 
季刊誌/JRタワー展示室「北海道鉄道140年記念パネル展」/東区丘珠連

合町内会制作「丘珠150年史」/会社所在地の過去の状況調査 

放送関係 

STV「どさんこワイド 179」/HBC「今日ドキッ！」/HTB「イチオシ！！」

/NHK札幌「ほっとニュース北海道」、「1972 SAPPORO VR Project」用素

材/札幌総合コミュニティーラジオ放送「トッテダシ！」 

新聞・出版

関係 

北海道新聞「さっぽろ10区」/（株）あるた出版 月刊誌「O．tone」Vol.144、

「O．tone」Vol.145、ムック本「古地図と歩く札幌圏」/中西出版 「町村金

吾」/（株）ぶらんとマガジン社「別冊ＨＯ」 

まちづくり

政策局 
子ども向け出前講座用資料 

市民文化局 博物館活動センター市民向け行事及び展示 

中央区 西創成まちづくりセンター地域カレンダー作成 

北海道庁道

史編さん室
北海道史編さん 

11月 

個人 調査研究 

182 
法人 

東区丘珠連合町内会制作「丘珠 150 年史」/北海道開発局発行の小学生

向け学習教材 

放送関係 
STV「どさんこワイド 179」/HBC「今日ドキッ！」/NHK 札幌「ひるまえナマ

ら！北海道」、「おはよう北海道」、「1972 SAPPORO VR Project」PR映像 
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新聞・出版

関係 

北海道新聞「さっぽろ 10 区」、「北海道スポーツ応援ネットワークWEBセ

ミナー（YouTube 配信）」/（株）あるた出版 月刊誌「O．tone」Vol.146/(有)

海象社 「くらしをくらべる戦前・戦中・戦後」 

総務局 広報さっぽろ12月号 

市民文化局 「さっぽろれきぶんフェス」用配布資料、市民対応用資料 

北海道庁道

史編さん室 
北海道史編さん 

１２月 

個人 調査研究/家系調査/卒業論文執筆 

136 

放送関係 HBC「今日ドキッ！」/NHK札幌「1972 SAPPORO VR Project」HP掲載 

新聞・出版

関係 
北海道新聞「さっぽろ10区」/（株）あるた出版 月刊誌「O．tone」Vol.147 

総務局 広報さっぽろ１月号 

まちづくり

政策局 
市民対応用資料 

北海道庁道

史編さん室 
北海道史編さん 

令和

３年 

１月 

個人 調査研究/ブログ掲載/小学６年生社会科授業用資料 

223 

法人 CM制作用参考資料/地図内の住居・建物の配置確認資料 

放送関係 
J:COM 札幌「オンラインさっぽろ雪まつり」映像コンテンツ/STV「どさんこ

ワイド 179」/HBC「今日ドキッ！」 

新聞・出版

関係 

北海道新聞「さっぽろ10区」/（株）あるた出版 月刊誌「O．tone」Vol.148/

北海道マガジン「カイ」 

総務局 広報さっぽろ２月号 

市民文化局 「さっぽろれきぶんフェス」周知用チラシ 

スポーツ局 市民対応用資料 

東区 広報さっぽろ３月号 

２月 

個人 調査研究/ブログ掲載/講演会用資料 

257 

法人 分譲マンションHP及びパンフレット/旭山記念公園公式HP/記念誌 

放送関係 STV「どさんこワイド179」/HBC「今日ドキッ！」 

新聞・出版

関係 
北海道新聞「さっぽろ10区」/北海道マガジン「カイ」 

市民文化局 「さっぽろれきぶんフェス」会場モニターでの放映 

豊平区 広報さっぽろ３月号（豊平区版） 

３月 

個人 調査研究/家系図作製/ブログ掲載/サークルのポスター制作 

318 

法人 
札幌市交通事業振興公社公式 Twitter/分譲マンションモデルルーム内

展示/北一条さっぽろ歴史写真館展示/記念誌 

放送関係 
HBC「今日ドキッ！」/NHK「ETV特集・越冬」/札幌総合コミュニティーラジ

オ放送「トッテダシ！」 

新聞・出版

関係 

北海道新聞「さっぽろ10区」/（株）あるた出版 月刊誌「O．tone」Vol.150/

（株）ぶらんとマガジン社「別冊ＨＯ」 

建設局 文化庁提出用資料作成にかかる調査 

中央区 広報さっぽろ（中央区版） 

北海道庁道

史編さん室 
北海道史編さん 
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３ 普及・啓発 

（１）講座開催状況 

ア）市民向け講座 

令和２年度の市民向け講座は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止した。 

（２）企画展示開催状況：公文書館内常設展のほか、以下の展示を行った。 

●本庁ロビー展示：札幌市役所本庁舎１階ロビー 

期 間：令和３年３月15日～３月19日 

タイトル：「札幌市公文書館所蔵品展 

～公文書から見る札幌市の周年記念事業」 

１ 「札幌市創建80周年自治50周年記念事業」の目的 

２ 「札幌市創建80周年自治50周年記念事業」の運営組 

織と宣伝 

３ 札幌市創建80周年自治50周年記念式典 

４ 札幌市創建80周年自治50周年記念事業・記念行事 

～～～～ 

・ 札幌市の水泳・プール 

・ 中島公園に児童会館が生まれた日 

・ 札幌市公文書館とは 

（３）刊行状況：当館の事業活動のＰＲを目的として広報誌などの刊行物を作成。 

●札幌市公文書館だより 

号 
刊行 

年月 
掲載論文等テーマ 執筆者 

創刊号 Ｈ25.9 

公文書館のオープンについて ― 

所蔵資料紹介 志村鉄一について 公文書館職員 榎本 洋介 

閲覧室だより 公文書館展示室の紹介～政令指定都市と昭和40年

代の札幌～ 
公文書館専門員 森 菜摘子 

第２号 Ｈ26.2 
企画展示「公文書で検証する都市計画」 公文書館職員 榎本 洋介 

閲覧室だより② 公文書館利用ノススメ 公文書館専門員 秋山 淳子 

第３号 
Ｈ27. 

12 

特定重要公文書紹介 ～中島公園設計図～ 公文書館館長 綿貫 真人 

さっぽろ閑話「島判官の勘違い」に加えて 公文書館職員 榎本 洋介 

講演報告 樺太からの引揚者と「月寒」「北24条」の住宅街形成 公文書館専門員 木村 由美 

閲覧室だより③ 資料と人を結ぶ～レファレンスサービス～ 公文書館専門員 藤川 美智子 

第４号 
Ｈ28. 

12 

特定重要公文書紹介 ～旧札幌控訴院工事関係資料～ 公文書館館長 綿貫 真人 

公文書にみる「新一年生お母さんのつどい」 公文書館専門員 中根 有理 

雪まつり第１回の開催は、２日間、１日？ 公文書館職員 榎本 洋介 

はじめての公園・偕楽園 公文書館専門員 蔵満 和泉 

第５号 
Ｈ29. 

12 

特定重要公文書紹介 ～高見沢権之丞 札幌之図～ 公文書館館長 綿貫 真人 

島判官はどこから札幌を遠望したか 公文書館職員 榎本 洋介 

本庁ロビー展示の様子 
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草創期札幌の社会資本整備の状況について：下水の新設・修繕を例

に 
公文書館専門員 谷中 章浩 

閲覧室だより④ 専門員１年目のレファレンス体験記 公文書館専門員 池田 茜 

開館5周

年記念臨

時号

H30.7 『理想の公文書館』（ｖｓ開館５周年の札幌市公文書館） 
札幌市総務局行政部公文書館長 

高井 俊哉 

第６号 Ｈ31.1 

特定重要公文書紹介 「札幌區役所明治３３年事務報告」 
札幌市総務局行政部公文書館長 

高井 俊哉 

札幌本府建設地と地形 公文書館職員 榎本 洋介 

閲覧室だより⑤ 専門員１年目のレファレンス体験記 公文書館専門員 柏倉 綾 

第７号 R1.12 

特定重要公文書紹介 『スキー施設綴』『体育施設の経緯』ほか 

～「札幌スキージャンプ台興亡史」序説 

札幌市総務局行政部公文書館長 

高井 俊哉 

「中島公園設計図」に描かれた明治後期の体育器械 公文書館職員 谷中 章浩 

資料で見る 札幌市の水泳・プール 安全なプールへの第一歩 

～昭和26年初代中島プールの大規模改修 
公文書館専門員 佐藤 真名 

第８号 R2.12 

館長からのごあいさつ ～着任から半年を迎えて～ 
札幌市総務局行政部公文書館長 

高橋 克則 

資料紹介 「古郡幸昭資料」 公文書館専門員 谷中 章浩 

早山清太郎の道路開鑿と表彰 公文書館職員 榎本 洋介 

専門員１年目のレファレンス体験記 公文書館専門員 梅藤 夕美子 

●札幌市公文書館年報 

号 
刊行 

年月 
掲載論文等テーマ 執筆者 

第１号 Ｈ26.8 ― ― 

第２号 Ｈ27.6 札幌市文書事務の歩み 
文書事務担当係長 高井 俊

哉 

第３号 Ｈ28.6 

今田敬一の見た風景 公文書館専門員 木村 由美 

所蔵戦時資料を事例とした利用普及活動と学校連携 公文書館専門員 秋山 淳子 

アジア太平洋戦争下 犬、猫の毛皮供出 献納運動の経緯と実態－

史実と科学鑑定 
西田 秀子 

第４号 Ｈ29.7 

中島児童会館資料の整理・受け入れとその活用 公文書館専門員 谷中 章浩 

さっぽろ閑話「大正７年の博覧会と札幌の都市発展」 公文書館専門員 佐藤 真名 

公文書館専門員包括研修による類縁機関視察・交流事業 公文書館専門員 秋山 淳子 

第５号 H30.7 

札幌市公文書館が目指すべき世界 
札幌市公文書管理審議会会長 

大濱 徹也 

公文書館に保存するものは何か －評価選別という難問－ 
札幌市公文書管理審議会副会

長 鈴江 英一 

「札幌市公文書館」開館５年目に思うこと 
札幌市公文書管理審議会委員 

木村 夢子 
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札幌市公文書管理条例の意義と課題 －公文書館管理法と比較して－ 
札幌市公文書管理審議会委員 

山下 竜一 

札幌市公文書館にみる移管の現状と課題 －開館５年間の検証とし

て－ 

札幌市総務局行政部公文書館

長 高井 俊哉 

平成29年度公文書館専門員包括研修活動報告 公文書館専門員 池田 茜 

第５号 H30.7 

仲よし子ども館の活動と位置づけ 

公文書館職員 榎本 洋介 

公文書館専門員 谷中 章

浩、中根 有理、佐藤 真名 

仲よし子ども館の活動と位置づけ 資料集 
公文書館専門員 谷中 章

浩、小黒 七葉、池田 茜 

第６号 R1.7 

札幌市における大濱徹也氏の足跡 
札幌市総務局行政部公文書館

長 高井 俊哉 

札幌市公文書館における所蔵資料の保存管理の現状と今後の課題 
公文書館専門員 佐々木 瑠

美 

札幌の建物 ～カルチャーナイト2018の展示を通して～ 
公文書館職員 榎本 洋介 

公文書館専門員 谷中 章

浩、佐々木 瑠美、小黒 七

葉、池田 茜、蔵満 和泉、

柏倉 綾 
カルチャーナイト2018 展示パネル 

第７号 R2.7 ― ― 

●札幌市公文書館研究紀要 

号 
刊行 

年月 
論文テーマ 執筆者 

６号 Ｈ26.3 

札幌市公文書館の開館について 公文書館職員 安藤 友明 

札幌市公文書館常設展示の作成について 公文書館専門員 秋山 淳子 

公立図書館と公文書館の役割 －図書館情報学からみたパラダイム

シフト－ 

札幌市公文書管理審議会委員 

下田 尊久 

アーカイブズと社会教育に思うこと 
札幌市公文書管理審議会委員 

木村 夢子 

行政部公文書館に期待すること 
文書事務担当係長 高井 俊

哉 

アーカイブズ新時代における地方公文書館の方向性 －関係講演録

の再構築を中心にして－ 
公文書館管理係長 竹内 啓 

わが国アーカイブズにおける公文書引継移管制度構築の進展と札幌

市公文書館 

札幌市公文書管理審議会副会

長 鈴江 英一 

札幌市公文書館開館記念講演会講演録 札幌市公文書館の使命と課

題 －現在問われていること－ 

札幌市公文書管理審議会会長 

大濱 徹也 
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●文化資料室としてこれまでに刊行した主な刊行物 

刊行物名 巻（号）数 刊行期間 

さっぽろ文庫 全100巻 昭和52年度～平成13年度 

さっぽろ文庫別冊（札幌歴史写真集等） 全17冊 昭和52年度～平成元年度 

新札幌市史 全８巻10冊 昭和56年度～平成19年度 

札幌の歴史（新札幌市史の機関紙） 全54号 昭和56年度～平成19年度 

新聞と人名録にみる明治の札幌 全１冊 昭和60年３月 

札幌市文化資料室ニュース 全19号 平成18年度～平成24年度 

札幌市文化資料室研究紀要 全５号 平成20年度～平成24年度 

（４）職員向け研修実施状況 

例年、公文書管理条例等の概要や公文書館への移管など、各課における公文書管理に関すること及び

公文書館の役割等について、対象者別に研修を行い、受講者全員に対し公文書館内見学を実施している。 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、対面型の研修を中止した。 

研修対象 
H25 H26 H27 H28 

人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 

一般職・係長職 676 7 366 8 211 3 328 7

課長職 340 11 101 4 209 3 227 5

部長職・局長職 178 4 27 2 ― ― ― ―

新採用職員 547 2 ― ― ― ― ― ―

合計 1,741 24 494 14 420 6 555 12

研修対象
H29 H30 H31(R1) R2 

人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 

一般職 328 7 548 16 392 10 ― ―

係長職・課長職 204 5 310 8 95 3 ― ―

新採用職員 ― ― 384 6 326 6 ― ―

合計 532 12 1,242 30 813 19 ― ―

（５）公文書館職員の研修参加状況 

①外部主催研修 

開催日 研修名 研修地 受講 

令和２年８月31日～９月４日 令和２年度アーカイブズ研修Ⅰ（国立公文書館主催） 東京都 1人 

令和２年11月19日 
令和２年度公文書館機能普及セミナー in 鳥取 

（全国歴史資料保存利用機関連絡協議会主催） 
鳥取県 1人 

合計 2人

②公文書館専門員包括研修（公文書館専門員を中心に類縁機関への視察・見学を実施。）

開催日 視察先 研修地 受講 

令和２年10月15日 北海道立文書館、北海道立図書館 江別市 10人 

合計 10人
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Ⅲ 常設展のご紹介

パネルタイトル 

公文書館へようこそ！ 政令指定都市への移行 

1 札幌市公文書館へようこそ！ 31 政令指定都市移行問題 

2 アーカイブズのなかまたち 32 札幌市の区割り 

3 公文書館のしごと① 33 市民からの陳情・請願 

4 公文書館のしごと② 34 政令指定都市への移行 

5 「札幌市公文書管理条例」と公文書館 都市問題への対応 

札幌市の公文書館 35 都市部の拡大、下水、暖房、車粉問題 

6 札幌市公文書館 開設へのあゆみ 36 川の汚染、下水処理 

7 札幌市文化資料室の活動 37 下水道・河川の整備 

8 公文書館で調べてみよう！ 協働型社会をめざして 

札幌 人口と産業構造からみた「道都」のあゆみ 38 市民意見の集約と広報 

9 人口は？ 39 街づくりと市民会議 

10 産業構造は？ 40 自治基本条例 

街づくりのはじめ 41 街をうるおし地球環境を守る 公園緑地 

11 島判官の計画   

12 碁盤目の街並み  

13 様々な施設 

14 進む道都建設 

15 都市問題の発生と対処 

16 道都としての成長 

17 馬車鉄道から市内電車へ 

都市計画行政の開始 

18 札幌市の誕生 

19 都市計画法の適用 

20 都市基盤整備のはじまり 

21 中枢機能の集中 

昭和戦後の人口増加・隣接町村との合併 

22 市域のひろがり 

23 札幌市と隣接市町村との合併 

24 札幌市と隣接市町村との合併 

25 本州大企業が札幌市に集中進出 

オリンピックに向けての街づくり 

26 地下鉄の開業と市内交通の再編 

27 地下鉄の開業と市内交通の再編 

28 オリンピックに向けての街づくり 

29 街の変貌 

30 長期総合計画の策定 
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「政令指定都市への移行―市民からの陳情・請願」パネル 33（部分） 
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Ⅳ 資料 公文書館関係規程等  

１ 札幌市公文書館条例

平成２５年３月２８日  札幌市条例第１１号

（設置） 

第１条 本市は、札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号）の趣旨にのっとり、特定重要公文書（同条例第２条

第５号の特定重要公文書をいう。以下同じ。）を適切に保存し、市民等の利用に供するため、札幌市中央区南８条西

２丁目に札幌市公文書館（以下「公文書館」という。）を設置する。 

（事業） 

第２条 公文書館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（1） 特定重要公文書を保存し、一般の利用に供すること。 

（2） 特定重要公文書の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。 

（3） 本市の歴史及び特性に関する調査研究及び情報提供を行うこと。 

（4） その他公文書館の設置目的を達成するために必要な事業。 

（開館時間及び休館日） 

第３条 公文書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時

に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。 

（1） 開館時間 午前８時４５分から午後５時１５分まで。 

（2） 休館日 日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、１月２日、同月

３日及び１２月２９日から同月３１日まで。

（入館の制限等） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公文書館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は公文書

館に入館している者に公文書館の使用の停止若しくは公文書館からの退館を命じることができる。 

（1） 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合 

（2） 施設、備品、特定重要公文書等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合 

（3） その他公文書館の管理運営上支障があると認める場合 

（賠償） 

第５条 公文書館の施設、備品、特定重要公文書等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところにより

その損害を賠償しなければならない。ただし市長はやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又

は免除することができる。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則  

この条例の施行期日は、市長が定める。（平成２５年規則第２５号で平成２５年７月１日から施行） 



19 

２ 札幌市特定重要公文書の利用等に関する規則

平成２５年６月２６日   規則第２９号 

一部改正  平成２７年１２月２８日  規則第５６号 

                                                平成２８年３月３０日   規則第１５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号。以下「条例」という。）第３１条の規定に基づき、

特定重要公文書の保存、利用及び廃棄に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（特定重要公文書の保存） 

第３条 市長は、特定重要公文書について、条例第１４条第１項及び第２項の規定に基づき、札幌市公文書館の専用

の書庫において保存するものとする。 

２ 市長は、前項の専用の書庫について、温度、湿度等を適切に管理するとともに、防犯、防災、防虫等のための適切

な措置を講ずるものとする。 

３ 市長は、特定重要公文書について、移管又は寄贈若しくは寄託から原則として１年以内に排架を行うものとする。 

４ 市長は、特定重要公文書について、必要に応じ、修復その他当該特定重要公文書の長期保存及び利用のための

必要な措置を講ずるものとする。 

５ 市長は、特定重要公文書について、条例第１４条第３項の規定により作成する目録に、次に掲げる事項を記載する

ものとする。 

（1） 分類 

（2） 名称 

（3） 作成年度又は開始年度及び完結年度 

（4） 公文書館への受入年度 

（5） 簿冊コード 

（6） 当該特定重要公文書を所管していた実施機関又は寄贈し若しくは寄託した者の名称又は氏名 

（7） 公開の区分 

（8） その他適切な保存及び利用に資する事項 

６ 市長は、特定重要公文書のうち電磁的記録（条例第２条第２号の電磁的記録をいう。以下同じ。）については、その

種別ごとに媒体変換その他当該特定重要公文書の保存及び利用のために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

７ 市長は、特定重要公文書について、その適切な保存及び利便性の向上のために、当該特定重要公文書の内容、

保存状態、時の経過、利用の状況等を踏まえ、必要に応じ、適切な記録媒体による複製物を作成するものとする。 

（特定重要公文書の利用の促進） 

第４条 条例第１６条の規定に基づき、市長が別に定める特定重要公文書については、条例第１９条から第２３条まで、

第２６条及び第２７条に定める利用請求に係る手続のほか、別に定めるところによる簡易な方法により一般の利用に

供することができる。 

２ 市長は、特定重要公文書について、国、他の地方公共団体その他の公共的団体が開催する展示会その他の公共

的目的を有する行事等において利用に供することが必要と認める場合は、条例第１６条の規定に基づき、別に定め

るところにより、当該特定重要公文書を貸し出すことができる。 

（本人であることを示す書類） 

第５条 条例第１８条の本人であることを示す書類で市長が定めるものは、次に掲げる書類のいずれかとする。 

（1） 運転免許証 

（2） 旅券 

（3） 健康保険の被保険者証 

（4） 国民年金手帳 

（5） 個人番号カード 

（6） 前各号に掲げるもののほか通常本人以外の者が所持していることがないと市長が認めるもの 

（利用請求の手続） 

第６条 条例第１９条の利用請求書は、特定重要公文書利用請求書（様式１）とする。 
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（利用請求に対する決定） 

第７条 条例第２０条第１項の書面は、特定重要公文書の全部を利用させる旨の決定をした場合にあっては特定重要

公文書利用決定通知書（様式２）とし、特定重要公文書の一部を利用させる旨の決定をした場合にあっては特定重

要公文書部分利用決定通知書（様式３）とする。 

２ 条例第２０条第２項の書面は、特定重要公文書利用制限決定通知書（様式４）とする。 

（利用決定等の期限） 

第８条 条例第２１条第２項の書面は、利用決定等期限延長通知書（様式５）とする。 

（利用決定等の期限の特例) 

第９条 条例第２２条第１項の書面は、利用決定等期限特例延長通知書（様式６）とする。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１０条 市長は、条例第２３条第１項又は第２項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合にあ

っては、意見照会書（様式７）により通知するものとする。 

２ 条例第２３条第３項の規定により実施機関に対し意見書を提出する機会を与える場合の手続については、別に定

める。 

３ 条例第２３条第４項の書面は、利用決定に係る通知書（様式８）とする。 

（電磁的記録の利用方法） 

第１１条 条例第２４条第１項に規定する電磁的記録の利用の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める方法とする。 

（1） 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法 

ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 

イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ又は光ディスクに複写したものの交付 

（2） ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法 

ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 

イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ又は光ディスクに複写したものの交付 

（3） 電磁的記録（前２号に該当するものを除く。） 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム（電子

計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）により行うことが

できるもの 

ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付 

イ 当該電磁的記録を専用機器（利用する者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限

る。）により再生したものの閲覧又は視聴 

ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 

（公文書管理審議会への諮問） 

第１２条 条例第２６条第２項の規定による通知は、審議会諮問通知書（様式９）によるものとする。 

（審査請求に対する裁決） 

第１３条 条例第２７条第２項の書面は、審査請求に対する裁決に基づく利用決定に係る通知書（様式１０）とする。 

（実施機関による利用の特例） 

第１４条 条例第２８条の規定により、実施機関が特定重要公文書の利用の請求を行う場合の手続については、第６条

及び第７条の規定にかかわらず、別に定める。 

２ 前項の実施機関が公文書館以外の場所での閲覧を求める場合は、１か月を限度として、その閲覧を認めることが

できる。 

（特定重要公文書の廃棄） 

第１５条 特定重要公文書として保存されている文書が、劣化の進行等により判読及び修復が著しく困難となり、利用

できなくなった場合は、その重要性を失ったものとして、条例第２９条の規定により、当該文書を廃棄することができ

るものとする。 

２ 条例第２９条第１項の規定により特定重要公文書の廃棄を行った場合には、廃棄に関する記録を作成し、公表する

ものとする。 

（委任） 

第１６条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。 
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附 則 

この規則は平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日規則第５６号） 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に交付されている住民基本台帳カード（本人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの

に限る。）は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律（平成２５年法律第２８号）第２０条第１項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第

１９条の規定による改正前の住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４４第９項の規定によりその効力を

失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第１７条第１項の規定により同法第２条第７項に規定する個人番号カ

ードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、改正後の第５条第５号に規定する個人番号カードとみなす。 

   附 則（平成２８年３月３０日規則第１５号） 

  この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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３ 札幌市公文書管理条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準

平成２５年６月２６日 行政部長決裁 

札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号。以下「条例」という。）第１７条に基づく特定重要公文書の利用の請求（以下

「利用請求」という。）に対する処分に係る審査基準は、次のとおりとする。 

第１ 審査の基本方針 

審査においては、「市政上重要な公文書の保存及び利用を図ることにより、市民との情報共有を進めるともに、現

在及び将来にわたり市の説明責任を全うし、もって効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を確保すること及び

市民が主体となったまちづくりの推進に寄与する」という条例の目的に鑑み、利用制限は必要最小限とする。

第２ 条例第１７条第２項第１号に基づく利用制限並びに同条第３項に基づく時の経過の考慮及び実施機関の意見の

参酌について 

利用請求に係る特定重要公文書に記録されている情報が、条例第１７条第２項第１号に規定する情報（以下「利

用制限情報」という。）に該当するかどうかの判断は、利用決定等を行う時点における状況を勘案し、下記の１から５

に基づいて行う。 

また、その判断に際し、同条第３項に基づき「時の経過を考慮する」に当たっては、個人、法人等の権利利益や公

共の利益を保護する必要性は、時の経過やそれに伴う社会情勢の変化に伴い、失われることもあり得ることから、国

際的な慣行である「３０年ルール」（利用制限は原則として作成又は取得されてから３０年を超えないものとする考え

方）を踏まえるものとする。 

なお、同項に定める実施機関の意見の「参酌」とは、実施機関の意見を尊重し、利用制限事由の該当性の判断に

おいて適切に反映させていくことを意味するものであり、最終的な判断は市長に委ねられている。 

１ 個人に関する情報（条例第１７条第２項第１号ア）について 

（１）「個人に関する情報」とは、思想、信条、心身の状況、病歴、学歴、成績、職歴、氏名、住所、電話番号、家族状

況、親族関係、所得、財産等個人に関する全ての情報をいう。 

（２）「事業を営む個人の当該事業に関する情報」については、本号から除き、本号イの規定により判断する。 

ただし、事業を営む個人に関する情報であっても、当該事業とは直接関係のない情報は、本号により特定重要

公文書の利用を制限するかどうかの判断を行うものとする。 

（３）「特定の個人を識別することができる」とは、当該情報に含まれる氏名、住所、生年月日その他の記述等により、

他の者と区別された特定の個人が明らかに識別され、又は識別される可能性がある場合をいう。 

（４）「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」とは、その情報自体からは

特定の個人を識別することはできないが、当該情報と他の情報とを照合することにより、特定の個人を識別するこ

とができることとなる情報をいう。 

（５）「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると

認められるもの」とは、カルテ、反省文など個人の人格と密接に関わる情報や未公表の著作物等で、個人識別性

のある部分を除いたとしても、利用させることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものをいう。 

（６）「法令若しくは他の条例の規定により」「公にされ、又は公にすることが予定されている情報」とは、法令若しくは

他の条例の規定により何人でも閲覧することができると定められている個人に関する情報をいう。 

なお、法令若しくは他の条例に何人でもと規定されていても、請求の目的等が制限されている場合（例：住民基

本台帳法第１１条第１項に対する同条第３項）や、閲覧を利害関係人のみに限り認めているものは、実質的には何

人にも閲覧を認めるという趣旨ではないと解されるので、この規定には該当しない。 

（７）「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」とは、一般に公表されている、又は公表するこ

とが予定されている情報であり、これを公にしても、一般に個人のプライバシーを侵害するものではないと認識さ

れる情報又は個人のプライバシーを侵害するおそれがあるとしても、受忍すべき範囲内にとどまると考えられるも

のをいう。 

例えば、被表彰者の氏名、市主催で行われる懇談会等に出席した相手方の職、氏名などがこれに当たるもの

である。その他この情報に該当するものとしては、次のようなものがある。 

ア 公表することを目的として作成された情報 
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イ 当該個人が公表されることについて了承し、又は公表されることを前提として提供した情報 

ウ 個人が自主的に公表した資料等から何人でも知り得る情報 

エ 従来から慣行上公表している情報であって、公表しても社会通念上個人のプライバシーを侵害するおそれ

がないと認められるもの 

（８）「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」とは、人の生命

等に対する危害又は侵害の未然防止、拡大防止又は再発防止のため、利用に供することが必要であると認めら

れる情報をいう。 

（９）「公務員等（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）第５条第１号ハに規定する公務員等をいう。）」の

範囲は次のとおりである。 

ア 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家公務員(他の法律の規定により国家公務員とされて
いる者のうち、（イ）の独立行政法人等の役員及び職員に該当するものを除く。)

イ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行

政法人等の役員及び職員 

ウ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員 

エ 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条に規定する地方独立行政法人の役員及び職員 

なお、出資団体等の役員及び職員は「公務員等」には含まれず、その職務の遂行に係る情報を本号により 

利用制限とするか否かは、当該団体の業務の公共性等を考慮し、本号（ア）の「慣行として公にされ、又は公に

することが予定されている情報」に該当するか否かにより判断することになる。 

（１０）「職務の遂行に係る情報」とは、職務の遂行に当たった当該公務員等の職、氏名及び当該職務の遂行の内容

に係る情報をいう。したがって、公務員等が受ける勤務評定、懲戒処分、分限処分その他の行政措置は、当該公

務員等にとっては、職務に関する情報ではあっても、「その職務の遂行に係る情報」には該当しない。 

（１１）「当該情報が当該公務員等の思想信条に係るものである場合で、公にすることにより、当該公務員等の個人と

しての正当な権利を明らかに害すると認められるとき」とは、例えば、行政内部での意見交換等の記録の中に発

言者である公務員等個人の思想信条に密接に関連する情報が含まれる場合等をいい、このような場合には、当

該情報を例外的に利用させる情報から除くこととする。 

（１２）「３０年ルール」を踏まえ、特定重要公文書に記録されている個人に関する情報については、作成又は取得の

日から３０年以上の一定の期間が経過し、個人の権利利益を害するおそれがあると認められなくなった時点で利

用制限情報に該当しないと判断することとなるが、個人の権利利益を害するおそれがあるかについて検討を行う

際の「一定の期間」の目安については、別表のとおりとする。 

２ 法人等に関する情報（条例第１７条第２項第１号イ）について 

（１）「法人その他の団体」とは、法人のほか、自治会、商店会、消費者団体等であって、法人格を有しないが当該団

体の規約及び代表者の定められているものをいう。 

（２） 「事業を営む個人」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の２第８項から第１０項までに掲げる事業を営

む個人のほか、農業、林業等を営む個人をいう。 

（３） 「当該事業に関する情報」とは、事業内容、事業用資産、事業所得など事業活動に直接関係する情報をいい、

当該事業活動と直接関係のない個人に関する情報は、本号には該当せず、本号アの規定により判断することと

なる。 

（４） 「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」とは、人の生

命等に対する危害又は侵害の未然防止、拡大防止又は再発防止のため、利用に供することが必要であると認め

られる情報をいう。 

（５）「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる

もの」とは、次のような情報をいう。 

ア 生産技術、営業、販売上のノウハウに関する情報であって、公開することにより、法人等又は事業を営む個

人の事業活動を害すると認められるもの 

イ 経営方針、経理、人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する情報であって、公開することにより、法

人等又は事業を営む個人の事業活動を害すると認められるもの 

ウ その他公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の名誉、社会的評価、社会的活動の自由等が損な

われると認められるもの 
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なお、具体的にどのような情報が本号（ア）に該当するかは、法人等（又は個人の営む事業）の種類、性質等によ

り異なり得る。 

（６）「実施機関の要請を受けて」とは、文書、口頭を問わず、実施機関から当該情報を提供してほしい旨の依頼があ

った場合をいう。したがって、法人等又は事業を営む個人が、自発的に実施機関に提供した場合等は、これには

含まれない。 

（７）「公にしないとの条件」とは、実施機関の側から公にしないとの条件で情報の提供を申し入れた場合も、法人等

又は事業を営む個人の側から公にしないとの条件を付すことを申し出た場合も含まれるが、いずれの場合も双方

の合意により成立するものである。また、条件を設ける方法としては、黙示的なものも含まれる。 

（８）「任意に提供された情報」とは、法令等の根拠に基づかず、相手方の協力等により提供された情報をいい、法令

等により提出義務がある情報は含まれない。 

（９）「当時の状況等に照らして」とは、当該条件が付された時点における諸般の事情を考慮して判断することを基本

とするが、必要に応じて、その後の期間の経過や状況の変化を考慮することとする。 

 ３ 公共の安全等に関する情報（条例第１７条第２項第１号ウ）について 

（１）「人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護」とは、公共の安全と秩序の維持の観点から、人の生命、身体、

財産又は社会的な地位を犯罪の危害等から保護することをいう。 

（２）「犯罪の予防」とは、刑事犯、行政犯であるとを問わず、犯罪行為の発生を未然に防ぐことをいう。 

（３）「犯罪の捜査」とは、公訴の提起及び遂行のため被疑者を発見し、身柄を保全し、また、証拠を収集し、保全す

る活動をいう。 

（４）「その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報」とは、公共の安全と秩序

の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる次のような情報をいう。 

ア 犯罪の捜査等の事実又は内容に関する情報 

イ 犯罪の捜査等の手段、方法等に関する情報 

ウ 情報提供者、被疑者、捜査員等関係者に関する情報 

エ 犯罪目標となることが予想される施設の所在や警備の状況等に関する情報 

４ 事務・事業に関する情報（条例第１７条第２項第１号エ）について 

（１）「監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報」については、監査等の終了後であっても、例えば、違

反事例等の詳細を公にすることにより、他の行政客体に法規制を免れる方法を示唆することになるものは、利用

を制限する。 

（２）市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は独立地方行政法人に係る事業につい

ては、企業経営という事業の性質上、その正当な利益を保護する必要があり、これを害するおそれがあるものは

利用を制限する。ただし「企業経営上の正当な利益」の内容については、経営主体、事業の性格及び内容等に

応じて判断する必要があり、その範囲は、本号イの法人等に関する情報と比べて、より狭いものとなる場合があり

得る。 

５ 法令秘情報（条例第１７条第２項第１号オ）について 

（１）「法令」とは、法律及び政令、府令、省令、その他国の機関が定めた命令をいう。 

（２）「実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等」とは、自治事務及び法定受託事務に係る国の行政機関

又は北海道の機関からの是正の要求、指示等で実施機関を法的に拘束するものをいう。 

（３）「公にすることができないと認められる情報」とは、法令又は他の条例により明らかに公にすることができないと

定められている情報のほか、法令又は他の条例の趣旨、目的から当然に公にすることができないと認められる情

報も含まれる。 

第３ 寄贈・寄託者の意向に基づく利用制限（条例第１７条第２項第２号）について 

本号に規定する「一定の期間」は、公にすると何らかの支障を生ずるおそれがある有期の期間をいい、公にしな

いことを無期限に約束するものではない。 

第４ 原本の破損・汚損のおそれがある場合の利用制限（条例第１７条第２項第３号）について 

１ 「特定重要公文書の原本」とは、受入れから、保存に必要な措置、目録の作成及び排架を経て、当該特定重要公

文書を一般の利用に供することを開始した段階において記録されていた情報、材質、形態により原秩序を構成する

ものをいう。 

２ 「原本を破損し、若しくは汚損するおそれがある場合」とは、水濡れ等による固着、虫損、酸性劣化、変色、退色そ
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の他の要因により、通常の利用に供した場合、当該特定重要公文書に記録されていた情報、材質、形態について

その原秩序の維持に支障が生じる可能性がある場合をいう。なお、合理的な費用及び時間で原本の修復を行うこと

が可能である場合は、利用を制限せず、適切な期間をおいて利用させるものとする。ただし、原本を通常の利用に

供することにより、法令の規定による管理責務を遂行することに困難を生じる蓋然性が高いもの、例えば国の重要文

化財に指定されているもの及びそれに準ずるものについては、その原本の利用を制限するものとする。 

３ 「原本を現に使用している場合」とは、利用請求に係る当該特定重要公文書の原本が、劣化防止など保存のため

の措置、代替物の作成、展示（他機関への貸出しを含む。）、他の利用請求者による利用等の合理的な理由により使用さ

れている期間など、直ちに当該利用請求に応じることができない場合をいう。 

第５ 条例第１７条第４項に規定する部分利用について 

１ 「容易に区分して除くことができるとき」とは、利用請求に係る特定重要公文書から利用制限情報に係る部分とそれ

以外とを区分し、かつ、利用制限情報に係る部分を物理的に除くことが、当該特定重要公文書の保存状況や利用

制限情報の記録状態、部分利用をさせるための複写又は複製物の作成の時間、労力、費用等から判断して過度の

負担を要せずに行うことができるときをいう。なお、特定重要公文書については、条例第１４条第１項において、永

久に保存することが求められており、その利用についても当該文書の永久保存を確保する範囲内にとどまる。した

がって、利用制限情報に係る部分を除くことが、複写機で作成した複写物に墨を塗り再複写するなどにより可能で

あり、一般的には容易であっても、特定重要公文書の劣化が進んでいる場合には当該文書の破損を防ぐため利用

を制限する場合がある。 

２ 本項ただし書は、利用請求に係る特定重要公文書から利用制限情報に係る部分を区分して除くと、残りの部分に

記録されている情報が無意味な文字、数字等の羅列となる場合などであって、利用請求者がそのような情報を求

めていないことが明らかである場合等には、部分利用をさせないこととすることを定めたものである。 

第６ 条例第１８条に規定する本人情報の取扱いについて 

個人識別情報は利用制限情報に該当する（条例第１７条第２項第１号ア）が、当該情報の本人が利用請求をした場合に

ついては、その例外として、条例第１８条の規定に基づき取り扱う。なお、仮に当該情報が「本人に係る個人識別情

報」であることに加え、「本人以外の個人（第三者）に係る個人識別情報」でもある場合を含め、条例第１７条第２項各号

に掲げられた場合にも該当する場合には、同条の規定により判断することとなる。 

別表   ３０年を経過した特定重要公文書に記録されている個人に関する情報について 

特定重要公文書に記録されている情報 一定の期間（目安） 該当する可能性のある情報の類型の例（参考） 

個人に関する情報であって、一定の期間は、当該

情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を

害するおそれがあると認められるもの 

５０ 年 ア 学歴又は職歴／イ 財産又は所得／ウ 採用、選考又は任免 

エ 勤務評定又は服務／オ 人事記録 

重要な個人に関する情報であって、一定の期間

は、当該情報を公にすることにより、当該個人の権

利利益を害するおそれがあると認められるもの 

８０年 ア 国籍、人種又は民族／イ 家族、親族又は婚姻／ウ 信仰 

エ 思想／オ 感染性の疾病、身体の障害その他の健康状態 

カ 刑法等の犯罪歴（罰金以下の刑） 

重要な個人に関する情報であって、一定の期間

は、当該情報を公にすることにより、当該個人又は

その遺族の権利利益を害するおそれがあると認め

られるもの 

１１０年を超える適切

な年 

ア 刑法等の犯罪歴（禁錮以上の刑） 

イ 重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態 

（備考） 

１ 「一定の期間」とは、個人の権利利益を害するおそれがあるかについて検討を行う期間の目安を参考として示したものである。本期間の起算日

は、当該情報が記録されている特定重要公文書が作成又は取得された日の属する年度の翌年度の４月１日とする。 

２ 「該当する可能性のある情報の類型の例」とは、この表の左欄にいう「個人に関する情報」又は「重要な個人に関する情報」にそれぞれ該当する

可能性のある一般的な情報の類型を例示したものであって、特定重要公文書に記録されている情報がこの表のいずれに該当するかについて

は、当該情報の具体的性質、当該情報が記録された当時の状況等を総合的に勘案して個別に判断するものとする。 

３ 「犯罪歴」には、犯罪の被害者の情報を含み、「一定の期間」は１１０年を目途とする。 

４ 「重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態」についての判断に当たっては、疾病の程度、医療の状況及び疾病に対する社会の受

け止め方等を考慮し、「一定の期間」は１４０年を目途とする。 
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４ 札幌市公文書館利用要綱 

平成２５年６月２６日 総務局長決裁

（趣旨） 

第１条 公文書館（札幌市公文書館条例（平成２５年条例第１１号）第１条の公文書館をいう。以下同じ。）において保存

される特定重要公文書（札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号）第２条第５号の特定重要公文書をいう。以

下同じ。）及び一般の利用に供することを目的として管理している公文書（以下「資料」という。）の適切な保存及び利

用については、別に定めるものを除き、この要綱の定めるところによる。 

（閲覧室等） 

第２条 特定重要公文書及び資料は、原則として閲覧室において利用するものとする。 

２ 閲覧室の利用時間は、午前８時４５分から午後５時１５分までとする。ただし、特定重要公文書の利用請求等の受付

又は資料の利用の申込み（翌日以降の利用を希望する場合を除く。）の受付は午後４時３０分までとし、閲覧室内の

開架資料以外については、午後５時までに返却するものとする。 

３ 利用者は閲覧室に飲食物、動植物又は荷物（閲覧に必要な手回り品を除く。）を持ち込んではならない。 

４ 利用者はノート、鉛筆等、閲覧室に持ち込む必要がある手回り品以外の荷物については、利用者用ロッカーに預

けるものとする。 

５ 利用者は、前項の規定にかかわらず、ロッカーに収容不能な手荷物を職員に預託することができる。 

（特定重要公文書及び資料の利用申込み等） 

第３条 利用者は、資料の閲覧を希望する場合には資料閲覧申請書を、第５条及び第６条に定める資料の複写等を希

望する場合には資料複写申請書を、それぞれ提出するものとする。 

２ 特定重要公文書及び資料の受渡しは、カウンターにおいて公文書館の職員（以下「職員」という。）の確認を得て行

うものとする。 

３ 閲覧室において利用者が同時に閲覧できる特定重要公文書は５件以内、資料は１０件以内とする。 

（特定重要公文書及び資料の閲覧等） 

第４条 利用者は特定重要公文書及び資料を閲覧するときは、職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。

（1） 特定重要公文書及び資料の抜取り、取替え、追補、訂正等をしないこと。 

（2） 特定重要公文書及び資料を汚損又は破損することのないよう、丁寧に取り扱うこと。 

（3） 別に定める場合を除き、閲覧する特定重要公文書及び資料を館外に持ち出さないこと。 

（4） 閲覧した特定重要公文書及び資料の内容を別の紙媒体等に筆記するときは、鉛筆又はシャープペンシルを用

いて行うこと。 

（資料の写しの交付） 

第５条 公文書館長は、資料の写しの交付の申込みを受けたときは、著作権法（昭和４５年法律第４８号）の規定に抵

触しない限りにおいて写しの交付を行うものとする。 

２ 前項の規定により写しの交付を行う場合における当該写しは、職員が乾式複写機により作成する。ただし、公文書

館長が特に認めた場合は、それ以外の方法によることができる。 

３ 写しの作成に要する費用は、申込者の負担とし、その額は、乾式複写機により作成した場合には、当該写し１枚に

つき１０円とし、それ以外の方法による場合には、写しを作成するために実際に要した費用に相当する額とする。 

４ 前項の規定により申込者が負担すべき費用は、公文書館長が特に認めた場合を除き、写しを交付する前に徴収す

るものとする。 

（持込カメラの使用） 

第６条 利用者は、カメラ（カメラ機能付き携帯電話等を含む。）を持ち込んで、特定重要公文書及び資料を撮影するこ

とができる。この場合、利用者は、職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（1） 撮影を希望する旨を職員に申し出ること。 

（2） フラッシュを使用しないこと。 

（3） カメラを特定重要公文書及び資料に直接密着させないこと。 

（特定重要公文書及び資料の返却） 

第７条 特定重要公文書及び資料の返却は、カウンターにおいて職員の確認を得て行うものとする。 

（閲覧室内機器類の使用等） 

第８条 利用者は、閲覧用パソコンを使用する際は、機器類の設定の変更並びに持ち込んだ機器及び媒体の接続を
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行ってはならない。 

（職員の指示等） 

第９条 利用者は、特定重要公文書及び資料の利用手続、施設、機器類の使用等に関し職員の指示に従うものとする。 

（委任） 

第１０条 この要綱の施行に関し必要な事項は、行政部長が定める。 

附 則 

この要綱は平成２５年７月１日から施行する。 
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５ 札幌市公文書管理条例 

平成２４年６月１３日  条例第３１号 
目次 
第１章 総則（第１条・第２条） 
第２章 公文書の管理（第３条－第１３条） 
第３章 特定重要公文書の保存、利用等（第１４条－第３１条） 
第４章 公文書管理審議会（第３２条－第３８条） 
第５章 雑則（第３９条－第４１条） 
第６章 罰則（第４２条） 
附 則 

第１章 総則 
（目的） 
第１条 この条例は、公文書が市民の知る権利を具体化するために必要な市民共有の財産であることに鑑み、公文
書管理の基本的事項を定め、公文書の適正な管理並びに市政上重要な公文書の保存及び利用を図ることにより、
市民との情報共有を進めるとともに、現在及び将来にわたり市の説明責任を全うし、もって効率的で、公正かつ透
明性の高い行政運営を確保すること及び市民が主体となったまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 
（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(１) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査
委員会、公営企業管理者、消防長及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人（地方独立行政法人法
（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）をいう。 
(２) 公文書 実施機関の職員（本市が設立した地方独立行政法人（以下「本市地方独立行政法人」という。）の役
員を含む。以下この号、第 37 条及び第 40 条において同じ。）が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写
真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施
機関が保有しているものをいう。 
(３) 法人公文書 公文書のうち、本市地方独立行政法人が保有しているものをいう。 
(４) 重要公文書 公文書のうち、市政の重要事項に関わり、将来にわたって市の活動又は歴史を検証する上で
重要な資料となるものをいう。 
(５) 特定重要公文書 次に掲げるものをいう。 
ア 重要公文書のうち、第８条第１項の規定により市長が引き続き保存の措置を採ったもの及び同条第２項の 
規定により市長に移管されたもの 
イ 重要公文書のうち、第12条第４項の規定により市長に移管されたもの 
ウ 法人その他の団体（実施機関を除く。）又は個人から市長に対し寄贈又は寄託の申出があった文書で、市
政の重要事項に関わり、将来にわたって市の活動又は歴史を検証する上で重要な資料となると市長が認め、
寄贈又は寄託を受けた文書 

第２章 公文書の管理 
（公文書の管理に関する原則） 
第３条 実施機関（本市地方独立行政法人を除く。以下この章において同じ。）の職員は、この条例の目的を十分に
認識し、公文書の作成、整理、保存等を適切に行わなければならない。 
（公文書の作成） 
第４条 実施機関の職員は、当該実施機関における審議又は検討の経緯その他の意思決定に至る過程並びに事
務及び事業の実績について、合理的に跡付け、又は検証することができるよう、事案が軽微なものを除き、公文
書を作成しなければならない。 
（公文書の整理） 
第５条 実施機関の職員が公文書を作成し、又は取得したときは、当該実施機関は、効率的な事務又は事業の処理
及び公文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める公文書を除き、適時に、相互
に密接な関連を有する公文書（保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）を一の集合物（以下「簿冊」
という。）にまとめなければならない。 
２ 実施機関は、単独で管理することが適当であると認める公文書及び前項の規定によりまとめた簿冊（以下「簿冊
等」という。）について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければな
らない。 
３ 前項の場合において、実施機関が簿冊等（法令等により作成又は取得から 30 年を超えて保存することが定めら
れている公文書を除く。）について設定する保存期間は、30年を最長とする。 
４ 実施機関は、職務の遂行上必要があるときは、その必要な限度において、簿冊等の保存期間及び保存期間の
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満了する日を延長することができる。 
５ 市長は、簿冊等について、保存期間（延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。）の満了前の
できるだけ早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、重要公文書に該当すると認めるものにあっては
特定重要公文書として引き続き保存する措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置を採るべきことを定めな
ければならない。 
６ 市長以外の実施機関は、必要に応じて市長と協議を行い、簿冊等について、保存期間の満了前のできるだけ早
い時期に、保存期間が満了したときの措置として、重要公文書に該当すると認めるものにあっては市長への移管
の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置を採るべきことを定めなければならない。 
７ 市長は、前項の規定により市長以外の実施機関が簿冊等について廃棄の措置を採るべきと定めた場合であって
も、当該簿冊等が重要公文書に該当すると認めるときは、当該実施機関に市長への移管の措置を採ることを求め
ることができる。この場合において、当該実施機関は、当該求めを参酌して前項の規定による定めを変更すること
ができる。 
（公文書の保存） 
第６条 実施機関は、簿冊等について、当該簿冊等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用
の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を
容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 
２ 前項の場合において、実施機関は、当該簿冊等の集中管理の推進に努めなければならない。 
（公文書目録） 
第７条 実施機関は、簿冊等の管理を適切に行うため、簿冊等の分類、名称、保存期間の満了する日の属する年度、
保存期間、保存期間が満了したときの措置その他の必要な事項（札幌市情報公開条例（平成11年条例第41号）
第７条各号に掲げる非公開情報に該当するものを除く。）を記載した目録（以下「公文書目録」という。）を作成しな
ければならない。ただし、１年未満の保存期間が設定された簿冊等については、この限りでない。 
２ 実施機関は、公文書目録を電子情報処理組織を使用する等の方法により、一般の閲覧に供しなければならない。 
（保存期間が満了した公文書の取扱い） 
第８条 市長は、保存期間が満了した簿冊等について、第５条第５項の規定による定めに基づき、特定重要公文書
として引き続き保存し、又は廃棄しなければならない。 
２ 市長以外の実施機関は、保存期間が満了した簿冊等について、第５条第６項及び第７項の規定による定めに基
づき、市長に移管し、又は廃棄しなければならない。 
３ 実施機関は、第１項の規定により引き続き保存し、又は前項の規定により市長に移管する簿冊等について、第17
条第２項第１号に掲げる場合に該当するものとして市長において利用の制限を行うことが適切であると認める場
合には、その旨の記録をし、又は意見を付さなければならない。 
（管理状況の報告等） 
第９条 市長以外の実施機関は、公文書目録の作成状況その他の公文書の管理状況について、毎年度、市長に報
告しなければならない。 
２ 市長は、各実施機関における公文書目録の作成状況その他の公文書の管理状況を取りまとめ、毎年度、その概
要を公表しなければならない。 
（公文書管理体制の整備） 
第10条 実施機関は、公文書を適正に管理するために必要な体制を整備しなければならない。 
（公文書管理規則等） 
第 11 条 実施機関は、公文書の管理が第３条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、
公文書の管理に関する定め（以下「公文書管理規則等」という。）を設けなければならない。 
２ 公文書管理規則等には、公文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 
(１) 作成に関する事項 
(２) 整理に関する事項 
(３) 保存に関する事項 
(４) 公文書目録の作成に関する事項 
(５) 移管又は廃棄に関する事項 
(６) 管理状況の報告に関する事項 
(７) 管理体制の整備に関する事項 
(８) その他公文書の管理に必要な事項 
３ 実施機関は、公文書管理規則等を設けたときは、これを公表しなければならない。これを変更したときも同様と
する。 
（法人公文書の管理に関する原則） 
第 12 条 本市地方独立行政法人は、第３条から第６条までの規定に準じて、法人公文書を適正に管理しなければ
ならない。 
２ 本市地方独立行政法人は、法人簿冊等（効率的な事務又は事業の処理及び法人公文書の適切な保存に資する
よう相互に密接な関連を有する法人公文書を一の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人公文書
をいう。以下同じ。）の管理を適切に行うため、法人簿冊等の分類、名称、保存期間の満了する日の属する年度、
保存期間、保存期間が満了したときの措置その他の必要な事項（札幌市情報公開条例第７条各号に掲げる非公
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開情報に該当するものを除く。）を記載した目録（以下「法人公文書目録」という。）を作成しなければならない。た
だし、１年未満の保存期間が設定された法人簿冊等については、この限りでない。 
３ 本市地方独立行政法人は、法人公文書目録を電子情報処理組織を使用する等の方法により、一般の閲覧に供
しなければならない。 
４ 本市地方独立行政法人は、保存期間が満了した法人簿冊等について、重要公文書に該当するものにあっては
市長に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。 
５ 本市地方独立行政法人は、前項の規定により市長に移管する法人簿冊等について、第 17 条第２項第１号に掲
げる場合に該当するものとして市長において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意
見を付さなければならない。 
６ 本市地方独立行政法人は、法人公文書目録の作成状況その他の公文書の管理状況について、毎年度、市長に
報告しなければならない。 
７ 市長は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。 
８ 本市地方独立行政法人は、法人公文書の管理が前各項の規定に基づき適正に行われることを確保するため、
前条第２項の規定を参酌して、法人公文書の管理に関する定め（次項において「法人公文書管理規則等」という。）
を設けなければならない。 
９ 本市地方独立行政法人は、法人公文書管理規則等を設けたときは、これを公表しなければならない。これを変
更したときも同様とする。 
（他の制度との調整等） 
第13条 この章の規定は、公文書のうち次に掲げるものには適用しない。 
(１) 特定重要公文書 
(２) 図書館その他の市（本市地方独立行政法人を含む。）の施設において一般の利用に供することを目的として
管理しているもの 
(３) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他の刊行物で不特定多数の者に販売することを目的として、実施機関以
外のものにより発行されるもの 

第３章 特定重要公文書の保存、利用等 
（特定重要公文書の保存） 
第 14 条 市長は、特定重要公文書について、第29条の規定により廃棄されるに至る場合を除き、永久に保存しな
ければならない。 
２ 市長は、特定重要公文書について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利
用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で
保存しなければならない。 
３ 市長は、特定重要公文書の分類、名称その他の特定重要公文書の適切な保存及び利用に資するために必要な
事項を記載した目録を作成し、電子情報処理組織を利用する等の方法により一般の閲覧に供しなければならな
い。 
（個人情報の漏えい防止等） 
第 15 条 市長は、特定重要公文書に個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の
個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報
に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）
が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じる等適正な管理を行わな
ければならない。 
（利用の促進） 
第 16 条 市長は、特定重要公文書（次条の規定により利用させることができるものに限る。）について、展示その他
の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。 
（特定重要公文書の利用請求及びその取扱い） 
第17条 何人も、この条例の定めるところにより、第14条第３項の目録の記載に従い、市長に対して特定重要公文
書の利用の請求（以下「利用請求」という。）をすることができる。 
２ 市長は、利用請求があったときは、次に掲げる場合を除き、当該利用請求に応じるものとする。 
(１) 当該特定重要公文書に次に掲げる情報が記録されている場合 
ア 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で特定の個人を識別することがで
きるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特
定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認
められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 
(ア) 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 
(イ) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 
(ウ) 公務員等（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）第５条第１号ハに規定
する公務員等をいう。）の職務の遂行に係る情報（当該情報が当該公務員等の思想信条に係るものである場
合で、公にすることにより、当該公務員等の個人としての正当な権利を明らかに害すると認められるときは、
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当該公務員等の職、氏名その他当該公務員等を識別することができることとなる記述等の部分を除く。） 
イ 法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13
年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立
行政法人を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ
て、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると
認められる情報を除く。 
(ア) 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認
められるもの 
(イ) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、当該条件を付する
ことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 

ウ 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報 
エ 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する
情報であって、次に掲げるもの 
(ア) 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把
握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの 
(イ) 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事 
業に関し、公にすることにより、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあると認められるもの 

オ 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等によ 
り、公にすることができないと認められる情報 

(２) 当該特定重要公文書がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に実施機関以外のものから 
寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合 
(３) 当該特定重要公文書の原本を利用に供することにより当該原本を破損し、若しくは汚損するおそれがある場
合又は市長が修復作業等のために当該原本を現に使用している場合 

３ 市長は、利用請求に係る特定重要公文書が前項第１号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当
該特定重要公文書が作成され、又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定重要公文書に第８
条第３項又は第 12 条第５項の規定による記録がされ、又は意見が付されている場合には、当該記録又は意見を
参酌しなければならない。 
４ 市長は、第２項第１号又は第２号に掲げる場合であっても、同項第１号アからオまでに掲げる情報又は同項第２
号に規定する条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、利用請求者に対
し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除くことにより、利用請求の趣旨が
損なわれることが明らかであるときは、この限りでない。 
（本人情報の取扱い） 
第 18 条 市長は、前条第２項第１号アの規定にかかわらず、同号アに掲げる情報により識別される特定の個人（以
下この条において「本人」という。）から、当該情報が記録されている特定重要公文書について利用請求があった
場合において、本人であることを示す書類で市長が定めるものの提示又は提出があったときは、本人の生命、健
康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該特定重要公文書につき同号ア
に掲げる情報が記録されている部分についても、利用させなければならない。 
（利用請求の手続） 
第 19 条 利用請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書（以下「利用請求書」という。）を市長に
提出しなければならない。 
(１) 利用請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 
(２) 利用請求に係る第14条第３項の目録に記載された特定重要公文書の名称 
(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が定める事項 
（利用請求に対する決定等） 
第 20 条 市長は、利用請求に係る特定重要公文書の全部又は一部を利用させるときは、その旨の決定をし、利用
請求者に対し、その旨並びに利用させる日時及び場所を書面により通知しなければならない。 
２ 市長は、利用請求に係る特定重要公文書の全部を利用させないときは、利用させない旨の決定をし、利用請求
者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 
３ 前２項の規定により利用請求に係る特定重要公文書の全部又は一部を利用させない旨の決定をした場合にお
いて、当該特定重要公文書の全部又は一部についての利用が可能となる時期が明らかであるときは、市長は、
その旨をこれらの規定による書面に付記しなければならない。 
（利用決定等の期限） 
第21条 前条第１項又は第２項の決定（以下「利用決定等」という。）は、利用請求があった日の翌日から起算して14
日以内にしなければならない。ただし、利用請求書に形式上の不備があると認められる場合で利用請求者に対
して補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、この期間には算入しない。 
２ 市長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に利用決定等をすることができないときは、利用決定
等をすべき期限を、同項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して 30 日を限度として延長することがで
きる。この場合において、市長は、速やかに、利用請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通
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知しなければならない。 
３ 利用請求者は、市長が第１項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても、
利用請求に係る特定重要公文書の全部又は一部について利用決定等をしないとき（次条第１項の規定による通
知があったときを除く。）は、当該利用決定等がされていない特定重要公文書を利用させない旨の決定があった
ものとみなすことができる。 
（利用決定等の期限の特例） 
第22条 利用請求に係る特定重要公文書が著しく大量であるため、利用請求があった日の翌日から起算して44日
以内にその全てについて利用決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、
前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、市長は、利用請求に係る特定重要公文書のうちの相当の部分につ
き当該期間内に利用決定等をし、残りの特定重要公文書については相当の期間内に利用決定等をすれば足りる。
この場合において、市長は、同条第１項に規定する期間内に、利用請求者に対し、次に掲げる事項を書面により
通知しなければならない。 
(１) この項の規定を適用する旨及びその理由 
(２) 残りの特定重要公文書について利用決定等をする期限 
２ 利用請求者は、前項の規定による通知があった場合において、市長が同項第２号に規定する期限を経過した後
においても、利用請求に係る特定重要公文書の全部又は一部について利用決定等をしないときは、当該利用決
定等がされていない特定重要公文書を利用させない旨の決定があったものとみなすことができる。 
（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 
第 23 条 利用請求に係る特定重要公文書に次に掲げるもの以外のもの（以下この条、第26条第２項第３号及び第
27条第２項において「第三者」という。）に関する情報が記録されているときは、市長は、利用決定等をするに当た
って、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。 
(１) 市及び本市地方独立行政法人 
(２) 国、独立行政法人等並びに他の地方公共団体及び地方独立行政法人 
(３) 利用請求者 
２ 市長は、第三者に関する情報が記録されている特定重要公文書の利用をさせようとする場合であって、当該情
報が第 17 条第２項第１号ア(イ)又は同号イただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、利用させる旨の
決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所
在が判明しない場合は、この限りでない。 
３ 市長は、特定重要公文書であって、第17条第２項第１号ウに該当するものとして第８条第３項又は第12条第５項
の規定により市長以外の実施機関から意見を付されたものを利用させる旨の決定をする場合には、あらかじめ、
当該実施機関に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。 
４ 市長は、第１項又は第２項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該特定重要公文書を利
用させることに反対の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した場合において、当該特定重
要公文書を利用させる旨の決定をするときは、その決定の日と利用させる日との間に少なくとも２週間を置かなけ
ればならない。この場合において、市長は、利用決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、利用させ
る旨の決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しなければならない。 
（利用の方法） 
第 24 条 市長が特定重要公文書を利用させる場合には、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写し
の交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して市長が定める方法により行う。 
２ 市長は、前項の規定により特定重要公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付する場合において、当該特定重
要公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該特定重要公
文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。 
（費用の負担） 
第 25 条 前条の規定により特定重要公文書（これを複写したものを含む。）の写しの交付を受けるものは、その写し
の交付に要する費用を負担しなければならない。 
（審査請求） 
第 25 条の 2 利用決定等（第２１条第３項又は第２２条第２項の規定により特定重要公文書を利用させない旨の決定
があったとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。以下同じ。）に係る審査請求につ
いては、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 
（公文書管理審議会への諮問） 
第 26 条 利用決定等について審査請求があったときは、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、札
幌市公文書管理審議会に諮問しなければならない。 
(１) 審査請求が不適法であり、却下する場合 
(２) 裁決で、審査請求に係る利用決定等の取消し又は変更をして、当該審査請求に係る特定重要公文書の全部
を利用させることとする場合。ただし、当該審査請求に係る特定重要公文書の利用について反対意見書が提
出されている場合を除く。 

２ 市長は、前項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 
(１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。） 
(２) 利用請求者（利用請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 
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(３) 当該審査請求に係る利用決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査請求人又は参
加人である場合を除く。） 

（審査請求に対する裁決） 
第 27 条 市長は、審査請求について裁決をする場合は、その諮問に対する札幌市公文書管理審議会の答申を尊
重しなければならない。 
２ 市長は、第三者に関する情報が記録されている特定重要公文書の利用決定等に関する審査請求について、次
の各号のいずれかに該当する裁決をし、特定重要公文書を利用させようとするときは、当該裁決の日と利用させ
る日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合において、市長は、直ちに当該第三者に対し、
利用させる旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しなければならない。 
(１) 利用決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 
(２) 審査請求に係る利用決定等を変更し、当該利用決定等に係る特定重要公文書を利用させる旨の裁決（第 
三者である参加人が当該特定重要公文書の利用に反対の意思を表示している部分に係る変更の裁決に限
る。） 

（実施機関による利用の特例） 
第 28 条 第８条第１項若しくは第２項又は第 12 条第４項の規定により、特定重要公文書を引き続き保存し、又は移
管した実施機関が、それぞれの所掌事務を遂行するために当該特定重要公文書の利用を請求した場合には、
第17条第２項第１号の規定は適用しない。 
（特定重要公文書の廃棄） 
第 29 条 市長は、特定重要公文書として保存されている文書がその重要性を失ったと認める場合には、当該文書
を廃棄することができる。 
２ 市長は、前項の規定により文書を廃棄するときは、あらかじめ札幌市公文書管理審議会に諮問しなければなら
ない。 
（保存及び利用の状況の公表） 
第30条 市長は、特定重要公文書の保存及び利用の状況について、毎年度、公表しなければならない。 
（特定重要公文書の保存、利用及び廃棄に関する定め） 
第31条 市長は、特定重要公文書の保存、利用及び廃棄が第14条から第25条まで及び第28条から前条までの
規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定重要公文書の保存、利用及び廃棄に関する定めを設け
なければならない。 

第４章 公文書管理審議会 
（審議会の設置） 
第32条 公文書の管理に係る施策の適正かつ円滑な実施を図るため、札幌市公文書管理審議会（以下「審議会」と
いう。）を置く。 
２ 審議会は、第26条第１項及び第29条第２項の規定により市長から諮問を受けた事項について調査審議する。 
３ 審議会は、前項に規定する事項のほか、公文書の管理に係る施策に関する重要な事項について市長に意見を
述べることができる。 
（組織等） 
第33条 審議会は、委員７人以内をもって組織する。 
２ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 
３ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 委員は、再任されることができる。 
５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
（部会） 
第34条 審議会は、その指名する委員３人以上をもって構成する部会を置くことができる。 
２ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 
（審査請求に係る審議会の調査審議手続等） 
第 35 条 審議会は、必要があると認めるときは、市長に対し、審査請求に係る特定重要公文書（以下「対象特定重
要公文書」という。）の提示を求めることができる。この場合において、市長は、審議会の求めを拒んではならない。 
２ 前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は市長（以下「審査請
求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させること
その他必要な調査をすることができる。 
３ 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、審査請求人等の不利益にならないことが明らかである場 
合等その必要がないと認められる場合を除き、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければ
ならない。 
４ 審査請求人又は参加人は、前項の規定により意見を述べるときは、審議会の許可を得て、補佐人と共に出頭す
ることができる。 
５ 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を
提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 
６ 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第１項の規定により提示された対象特定重要公文
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書を閲覧させ、第２項の規定による調査をさせ、又は第３項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせる
ことができる。 
７ 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。
この場合において、審議会は、当該閲覧又は複写を求めた審査請求人等以外のものの利益を害するおそれが
あると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。 
８ 審議会は、前項に規定する閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。 
９ この条に規定する調査審議の手続は、公開しない。ただし、審議会が認めた場合は、公開することができる。 
10 審議会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付す
るものとする。 
（準用） 
第36条 前条（第10項を除く。）の規定は、第34条第２項の規定により部会の決議をもって審議会の決議とする場
合について準用する。 
（意見の徴取等） 
第37条 審議会は、その所掌事務（審査請求に係る事務を除く。）を遂行するため必要があると認める場合は、実施
機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者からの資料の提出を求める
ことができる。 
（審議会の組織及び運営に関する事項についての委任） 
第 38 条 第 32 条から前条までに規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定め
る。 

第５章 雑則 
（市長の調整） 
第39条 市長は、この条例による公文書管理制度の円滑かつ統一的な実施を図る上で必要があると認めるときは、
公文書の管理について、他の実施機関に対し、報告を求め、又は助言をすることができる。 
（研修） 
第40条 実施機関は、それぞれ、当該実施機関の職員に対し、公文書の管理を適正かつ効率的に行うために必要
な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。 
（委任） 
第41条 この条例に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

第６章 罰則 
第42条 第33条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

附 則 
（施行期日） 
１ この条例は、平成 25 年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。 
(１) 附則第８項の規定 公布の日 
(２) 第４章（第 35 条及び第36 条を除く。）及び附則第12 項の規定 この条例の公布の日から起算して３月を超
えない範囲内において市長が定める日（平成24年規則第44号で平成24年７月17日から施行） 
(３) 第 16条から第28条まで、第35 条及び第36条の規定 施行日から起算して１年を超えない範囲内におい
て市長が定める日（平成25年規則第28号で、同25年７月１日から施行） 

（経過措置） 
２ 施行日前に作成し、又は取得した公文書の保存期間は、実施機関が現に定めている保存期間とする。 
３ 前項の規定にかかわらず、施行日前に作成し、又は取得した公文書で、実施機関により 10年を超える保存期間
が定められているもののうち次に掲げるもの以外のものの保存期間は、当該公文書に係る事案の処理が完結し
た日（４月１日から５月 31 日までの間に完結した前年度予算に係る公文書にあっては、同年度の末日）の属する
年度の翌年度の４月１日から起算して30年間とする。 
(１) 法令等により保存期間の定めのある公文書 
(２) 時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある公文書 
４ 前項の規定により施行日の前日前に保存期間が満了することとなる公文書については、施行日の前日を保存期
間が満了する日とみなす。 
（経過措置に係る公文書の保存期間の延長） 
５ 実施機関は、前２項の規定により施行日の前日に保存期間が満了し、又は同日を保存期間が満了する日とみな
す公文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において、保存期間及び保存期
間が満了する日を延長することができる。 
（経過措置に係る公文書の保存、移管又は廃棄の措置） 
６ 市長は、附則第２項から第４項までの規定により施行日の前日に保存期間が満了し、又は同日を保存期間が満
了する日とみなす公文書（次項において「保存期間満了公文書」という。）について、重要公文書に該当すると認
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めるものにあっては特定重要公文書として引き続き保存し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。 
７ 市長以外の実施機関は、保存期間満了公文書について、重要公文書に該当すると認めるものにあっては市長
に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。 
（準備行為） 
８ 第33条第２項の規定による審議会の委員の委嘱のために必要な準備行為は、同項の規定の施行前においても
行うことができる。 
（札幌市情報公開条例の一部改正） 
９ 札幌市情報公開条例の一部を次のように改正する。 
   第２３条及び第２４条を次のように改める。 
（適用除外） 
第２３条 札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号）第２条第５号に規定する特定重要公文書については、こ
の条例の規定は適用しない。 
（公開請求に資するための措置） 
第２４条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施
機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な
措置を講ずるものとする。 
（札幌市個人情報保護条例の一部改正） 
１０ 札幌市個人情報保護条例（平成１６年条例第３５号）の一部を次のように改正する。 
    第４７条に次の１項を加える。 
３ 札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号）第２条第５号に規定する特定重要公文書に記録されている
個人情報については、この条例の規定は適用しない。 

（札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 
１１ 札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１６年条例第３６
号）の一部を次のように改正する。 
第２条中「属するもの」の次に「及び札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号）第２条第５号に規定する特定
重要公文書に関する事項」を加える。 
（札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 
１２ 札幌市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 
   別表その他の附属機関の委員の項中「犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会委員」を「公文書管理審議
会委員」に改める。 
附 則（平成28年条例第17号） 
１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の
処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従
前の例による。 
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６ 札幌市公文書管理規則 平成２５年２月２７日  規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号。以下「条例」という。）第１１条第１項の規定に基

づき、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務に係る公文書の管理に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 公文書 条例第２条第２号に規定する公文書のうち市長が保有しているものをいう。 

(２) 重要公文書 条例第２条第４号に規定する重要公文書のうち市長が保有しているものをいう。 

(３) 課 札幌市事務分掌規則（昭和４７年規則第２３号）別表１から別表３まで及び札幌市区事務分掌規則（昭和４７年

規則第２４号）別表１から別表３までに規定する課及びこれに準ずるもの並びにこれらに準ずるものをいう。 

(４) 係 札幌市係等設置規程（昭和４７年訓令第８号）別表に規定する係等及びこれに準ずるものをいう。 

(５) 課長 課の長及びこれに準ずる者をいう。 

(６) 係長 係の長及びこれに準ずる者をいう。 

(７) 簿冊 条例第５条第１項に規定する簿冊をいう。 

(８) 簿冊等 条例第５条第２項に規定する簿冊等をいう。 

（文書主管課長等の設置） 

第３条 公文書の管理に関する事務を統括するため、文書主管課長を置き、総務局総務課長（区役所にあっては、総

務企画課長）をもって充てる。 

２ 課における公文書の管理に関する事務を統括するため、課に文書管理責任者を置き、課長をもって充てる。 

３ 課における文書の収受（文書を受け取り、その到達を確認することをいう。以下同じ。）及び公文書の受付、配布、

保管、廃棄等に関する事務を処理するため、課に文書主任（以下「主任」という。）、文書副主任（以下「副主任」とい

う。）及び文書補助員（以下「補助員」という。）を置き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者をも

って充てる。 

(１) 主任 課の庶務を担当する係長 

(２) 副主任 課の主任である係長以外の係長 

(３) 補助員 課の係ごとに当該係に所属する職員のうちから文書管理責任者が指名するもの 

（主任等の職務） 

第４条 主任は文書管理責任者の命を受け文書を正確かつ迅速に取り扱うよう努め課内の文書に関する次に掲げる

事務を掌理する。 

(１) 文書の収受並びに公文書の受付、配布及び発送手続に関すること。 

(２) 公文書の編さん、保存期間の設定等に関すること。 

(３) 公文書の保管及び引継ぎに関すること。 

(４) 公文書の公文書館長への移管及び廃棄に関すること。 

(５) その他文書事務に関し必要なこと。 

２ 副主任は、主任を補佐し、係内の前項各号に掲げる事務を処理する。 

３ 補助員の職務は、主任又は副主任が定める。 

（到達文書の処理） 

第５条 到達した文書は、別に定めるところにより、速やかに処理されなければならない。 

（公文書の作成） 

第６条 文書管理責任者は、条例第４条の規定に基づき公文書が適正に作成されるよう、職員に対し必要な指示を行

うものとする。 

２ 職員は、事案に係る意思決定を行う場合は、公文書を作成し、所定の決裁を受けなければならない。ただし、軽易

なもの及び緊急の取扱いを要するものについては、この限りでない。 

３ 職員は、事案の報告を行う場合は、公文書を作成し、所定の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なもの及

び緊急の取扱いを要するものについては、この限りでない。 

４ 職員は、第２項ただし書及び前項ただし書の規定により、緊急の取扱いを要する事案（軽易なものを除く。）につい

て公文書を作成しないで意思決定又は報告を行った場合は、事後に当該事案について公文書を作成しなければ



37 

ならない。 

（公文書の編さん） 

第７条 職員は、条例第５条第１項の規定により公文書を簿冊にまとめるときは、別に定めるところによらなければなら

ない。 

（簿冊等の分類、名称及び保存期間等） 

第８条 職員は、総務局総務課長が別に定める基準に従い、簿冊等を分類するとともに、名称を付し、保存期間及び

保存期間の満了する日を設定しなければならない。 

２ 前項の名称は、当該簿冊等に係る事務及び事業の性質、内容等を分かりやすく示すものでなければならない。 

３ 第１項の保存期間は、簿冊にまとめられた公文書の内容（単独で管理する公文書にあっては、その内容）に応じ、

別表のとおりとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる簿冊等の保存期間は、当該各号に定める期間とする。 

(１) 法令等に保存期間の定めのある公文書若しくは時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある公文書

又はこれらがまとめられた簿冊 当該法令等に定める期間又は当該時効の期間を考慮して文書管理責任者が定め

る期間 

(２) 軽易な公文書であって１年以上の保存期間を定める必要がないもの又はこれらがまとめられた簿冊 当該簿冊

等に係る事案を遂行する上で保存する必要があると文書管理責任者が認める期間 

５ 前２項の規定にかかわらず、文書管理責任者は、簿冊等が、その保存期間の満了の際に、次の各号のいずれか

に該当する場合は、当該各号に定める期間が経過するまでの間保存期間を延長しなければならない。この場合に

おいて、当該簿冊等が他の号にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存

するものとする。 

(１) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの期間 

(２) 現に係属している訴訟に関係するもの 当該訴訟（当該訴訟の上訴を含む。）が終結するまでの期間 

(３) 審査請求がなされた事案に関係するもので当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して１年を経過して

いないもの 当該裁決の日の翌日から起算して１年間 

(４) 札幌市情報公開条例（平成１１年条例第４１号）第５条の規定による公開又は札幌市個人情報保護条例（平成１６

年条例第３５号）第１４条第１項、第２６条第１項若しくは第３３条第１項の規定による開示、訂正若しくは利用停止の請

求があったもの 当該請求に対する諾否の決定の日の翌日から起算して１年間 

(５) その他職務の遂行上保存期間の延長が必要であると認められるもの 当該職務の遂行上必要とする期間 

（保存期間の起算日） 

第９条 簿冊等の保存期間の起算日は、別に定める当該簿冊等が完結した日の属する年度の翌年度の４月１日とする。

ただし、前条第４項第２号に掲げる簿冊等でこれによることが適当でないと文書管理責任者が認めるものについて

は、当該簿冊等が完結した日を起算日とする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、同一の事案について引き続き作成される簿冊等が複数ある場合においては、これ

らの簿冊等の保存期間の起算日は、当該事案に係る最後の簿冊等が完結した日の属する年度の翌年度の４月１日

とすることができる。 

（移管又は廃棄の定め） 

第１０条 文書管理責任者は条例第５条第５項の規定に基づき、簿冊等について保存期間（延長された場合にあって

は延長後の保存期間。以下同じ。）の満了前のできるだけ早い時期に、保存期間が満了したときの措置として次の

各号に掲げる公文書及び文書管理責任者が重要公文書に該当すると認める公文書にあっては公文書館長に移管

する措置を、それ以外のものにあっては廃棄する措置を採るべきことを定めなければならない。 

(１) 別表３０年の欄第１号及び第２号に掲げる公文書、同欄第３号に掲げる公文書のうち任免及び賞罰の方針又は基

準並びに職員の配置計画及び定数管理に関するもの並びに同欄第４号から第８号までに掲げる公文書（同号クに

掲げるもののうち工事設計等に関するものにあっては、特に重要なものに限る。） 

(２) 別表１０年の欄第６号から第８号までに掲げる公文書 

２ 文書管理責任者は前項の規定により採るべき措置を定めるに当たっては、必要に応じ、公文書館長と協議を行うこ

とができる。 

３ 公文書館長は、第１項の規定により文書管理責任者が簿冊等について廃棄の措置を採るべきと定めた場合であっ

ても、当該簿冊等が重要公文書に該当すると認めるときは、当該文書管理責任者に公文書館長への移管の措置を

採るべきことを求めることができる。この場合において、当該文書管理責任者は、当該求めを参酌して第１項の規定

による定めを変更することができる。 
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（簿冊等の保管） 

第１１条 文書管理責任者は、前年度又は現年度に完結した簿冊等及び完結していない簿冊等を、別に定めるところ

により、課の事務室内において保管しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、電磁的記録である簿冊等については、文書管理責任者は、その内容に応じた適切な

場所に保管するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、別に定める簿冊等については、総務局総務課長がこれを保管することができる。 

（簿冊等の保存） 

第１２条 文書管理責任者は、前々年度に完結した簿冊等で保存期間が２年以上であるものを、文書主管課長に引き

継がなければならない。ただし、文書主管課長が認める場合には、当該簿冊等を引き続き保管し、又は文書管理責

任者が指定する場所において保存することができる。 

２ 前項の規定による場合のほか、文書管理責任者は、簿冊等の適正な管理の上で必要があると認めるときは、文書

主管課長と協議の上、保管する簿冊等を文書主管課長に引き継ぐことができる。 

３ 文書主管課長は、前２項の規定により引継ぎを受けた簿冊等を所定の場所において保存しなければならない。 

（公文書目録の作成） 

第１３条 文書管理責任者は、条例第７条第１項の規定に基づき、別に定めるところにより、公文書目録を作成しなけ

ればならない。 

２ 総務局総務課長は、条例第７条第２項の規定に基づき、前項の公文書目録を、電子情報処理組織を使用する等の

方法により、一般の閲覧に供しなければならない。 

（保存期間が満了する簿冊等の取扱い） 

第１４条 第１０条第１項の規定により廃棄する措置を採るべきことを定めた簿冊等について、保存期間が満了するとき

は、文書管理責任者は、当該措置の適否について検討を行い、必要に応じこれを変更するものとする。 

２ 文書管理責任者は、前項の規定に基づき検討を行った簿冊等のうち、なお廃棄する措置を採るべきこととした簿冊

等について、総務局総務課長に報告しなければならない。 

３ 総務局総務課長は、前項の規定により報告を受けた簿冊等のうち公文書館長が指定するものの廃棄について、札

幌市公文書管理審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴くものとする。 

４ 前項の場合において、審議会が廃棄すべきでない旨の意見を述べた簿冊等については、当該簿冊等を所管する

課の文書管理責任者は、当該意見を尊重し、当該簿冊等を廃棄する措置を変更し、又は保存期間を延長するもの

とする。 

（保存期間が満了した簿冊等の移管又は廃棄） 

第１５条 文書管理責任者は、保存期間が満了した簿冊等について、第１０条第１項の規定による定め（同条第３項又

は前条第１項若しくは第４項の規定により変更された場合を含む。）に基づき、公文書館長に移管し、又は廃棄しな

ければならない。 

２ 文書管理責任者は、前項の規定により公文書館長に移管する簿冊等について、条例第１７条第２項第１号に掲げる

場合に該当するものとして利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければな

らない。 

（管理状況の報告等） 

第１６条 文書管理責任者は、公文書目録の作成状況その他の公文書の管理状況について、毎年度、総務局総務課

長に報告しなければならない。 

２ 総務局総務課長は、前項の規定により各文書管理責任者から報告を受けた公文書の管理状況及び条例第９条第１

項の規定により市長以外の実施機関から報告を受けた公文書の管理状況を取りまとめ、毎年度その概要を電子情

報処理組織を使用する等の方法により公表しなければならない。 

（適用除外） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年規則第２７号） 

この規則は平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第１５号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。
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別表

保存期間 ３０年 １０年 ５年 ３年 １年 

該当する 

公文書 

(１) 条例及び規則の制定改廃に関する公文書 

(２) 議会の会議録、議案、報告その他市議会に関する公文書 

(３) 職員の人事（軽易なものを除く。）に関する公文書 

(４) 他市町村との廃置分合及び境界変更に関する公文書 

(５) 区の設置及び境界変更、町名整備並びに住居表示に関する公文書 

(６) 本市域内の災害に関する公文書（災害対策本部が設置された場合に関する

もの及びこれに準じるものに限る。） 

(７) 褒章、叙位、叙勲及び表彰に関する公文書 

(８) 次に掲げる公文書であって、10年を超えて業務に使用する必要があるもの 

ア 訓令、告示その他の例規の制定改廃に関する公文書 

イ まちづくり戦略ビジョン及びこれに基づく実施計画に関する公文書（これら

の企画立案の事務を分掌している課が保有するものに限る。） 

ウ 法令に基づき策定した計画その他の計画に関する公文書（イに該当するも

のを除く。） 

エ 個別の事業及び各種制度に係る計画（ウに該当するものを除く。）、実施

及び報告に関する公文書 

オ 要綱、要領、指針等の制定改廃に関する公文書 

カ 個人又は法人の権利義務の得喪に係る審査基準等の制定改廃に関する

公文書 

キ 訴訟及び審査請求に関する公文書 

ク 契約、工事設計等に関する公文書 

ケ 財産の取得及び処分に関する公文書 

コ 本市が関与した団体等の設置又は廃止に関する公文書 

サ 統計に関する公文書 

シ 予算編成及び決算調製に関する公文書（各会計の予算編成及び決算調

製の事務を分掌している課が保有しているものに限る。） 

ス 行財政改革及び行政評価に関する公文書（行財政改革及び行政評価の

総括の事務を分掌している課が保有しているものに限る。） 

セ 国、北海道又は他市町村との協議決定に関する公文書 

(９) その他10年を超えて業務に使用する必要があると認める公文書 

(１) 訓令、告示その他の例規の制定改廃に関する公文書（30年の欄第８号

に該当するものを除く。） 

(２) まちづくり戦略ビジョン及びこれに基づく実施計画に関する公文書（こ

れらの企画立案の事務を分掌している課が保有するものに限り、30年の

欄第８号に該当するものを除く。） 

(３) 法令に基づき策定した計画その他の計画に関する公文書（30年の欄

第８号及び前号に該当するものを除く。） 

(４) 要綱、要領、指針等の制定改廃に関する公文書（30年の欄第８号に該

当するものを除く。） 

(５) 個人又は法人の権利義務の得喪に係る審査基準等の制定改廃に関

する公文書（30年の欄第８号に該当するものを除く。） 

(６) 市政に重要な影響を与えた市政要望に関する公文書 

(７) 市長の事務（市長から副市長に委任された事務を含む。）の引継ぎに

関する公文書 

(８) 公文書の移管又は廃棄の記録を取りまとめた公文書 

(９) 次に掲げる公文書であって、５年を超えて業務に使用する必要があるも

の（30年の欄第８号に該当するものを除く。） 

ア 個別の事業及び各種制度に係る計画（第３号に該当するものを除

く。）、実施及び報告に関する公文書 

イ 訴訟及び審査請求に関する公文書 

ウ 契約、工事設計等に関する公文書 

エ 財産の取得及び処分に関する公文書 

オ 本市が関与した団体等の設置又は廃止に関する公文書 

カ 統計に関する公文書 

キ 予算編成及び決算調製に関する公文書（各会計の予算編成及び

決算調製の事務を分掌している課が保有しているものに限る。） 

ク 行財政改革及び行政評価に関する公文書（行財政改革及び行政評

価の総括の事務を分掌している課が保有しているものに限る。） 

ケ 国、北海道又は他市町村との協議決定に関する公文書 

(10) その他５年を超えて業務に使用する必要があると認める公文書（30年

の欄に該当するものを除く。） 

(１) 会計経理に関する公文書 

(２) 職員の人事に関する公文書

のうち、軽易なもの 

(３) その他３年を超えて業務に使

用する必要があると認める公

文書（30年の欄及び10年の欄

に該当するものを除く。） 

(１) 給与の支払に関する公

文書 

(２) 常例的事務の執行に必

要な公文書 

(３) その他１年を超えて業

務に使用する必要がある

と認める公文書（30年の

欄、10年の欄及び５年の

欄に該当するものを除

く。） 

(１) 文書の収受並びに公文

書の受付及び発送に関す

る公文書 

(２) 軽易な諸願届及び照会

に関する公文書 

(３) その他１年を超えて業

務に使用する必要がな

いと認める公文書 

3
9
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○利用案内

開館時間： 午前８時 45分～午後５時 15 分 

休 館 日： 日曜日、月曜日、祝日  年末年始（12 月 29 日～１月３日） 

交通アクセス 

地下鉄東豊線「豊水すすきの」駅下車 ６・７番出口から徒歩３分 

地下鉄南北線「中島公園」駅下車 １・２番出口から徒歩５分 
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